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研究成果の概要（和文）：人口減少時代における環境管理手法の一つとして開発権取引を取り上げ、開発権取引の影響
を評価する土地利用モデルを開発した。また、この土地利用モデルを名古屋都市圏等に適用し、名古屋都市圏における
開発権取引の導入が都市活動にどのような影響を与えるのかについてモデル分析を行った。分析の結果、開発権取引の
導入は都心部の人口集積を高めること、これに伴う都心部の地価上昇が居住者の効用を低下させること、都心部への鉄
道投資等と組合せることにより、こうした影響が緩和されること等が明らかにされた。

研究成果の概要（英文）：In this study, transfer of development rights (TDR) are focused as an 
environmental management method in urban population declining. Some urban land-use models are developed 
for the impact analysis of the TDR and they are applied to Nagoya metropolitan regions and so on. Through 
the impact analysis employed the urban land-use models, it is shown how the TDR will influence the 
economic activities in each region. As the results of this analysis, it is cleared that urban population 
will be centralized to the city center by introducing the TDR, that the utility of urban residents will 
be declined by raising land price in the city center, and that the negative impacts will be mitigated by 
rail investments in the city center.
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１．研究開始当初の背景 
 
急速な都市化の過程において無秩序な郊

外開発を余儀なくされた日本の都市は多い。
しかし、今後、日本の総人口は減少傾向に
向かい、都市の開発圧力も次第に弱まって
いくことが予想される。こうした中で都市
の土地利用効率を高め、環境負荷の少ない
都市空間を創り出していくことは、都市再
生の観点から重要である。また、都市開発
によって失われた緑地を取り戻し、これに
よって悪化した水循環や生態系を蘇らせる
ことは、自然再生の観点からも重要である。
ところが、こうした土地利用の見直しを実
現するためには、一度開発した宅地を元に
戻していく必要がある。しかし、現行の制
度の下では、開発した宅地を緑地に戻して
も土地所有者には何のメリットもなく、逆
に宅地としての地代収入が見込めなくなる
等、その地域の土地所有者に一方的な負担
を強いる結果となってしまう。そのため、
これらの地域に何らかの形で土地利用の見
直しに対するインセンティブを付与するこ
とができなければ、今後、こうした土地利
用の見直しによって環境負荷の少ない国土
を実現することは難しいと言わざるを得な
い。 
他方で、都市の過度な拡大は過剰な土地

消費が原因であり、地球温暖化ガスの排出
や開発に伴う水循環の悪化、生態系の劣化
等の外部費用を考慮しながら過剰な土地消
費を抑制する問題であると言える。こうし
た外部費用の大きさを考慮しながら効率的
に土地消費を抑制するための一つの方法の
として、開発権取引を導入することが考え
られる。この開発権取引についてはこれま
でにも多くの研究が行われてきた。開発権
取引に関する理論研究の成果として，
Carpenter and HeffleyやLevinsonに代表
される研究によって都市成長管理政策とし
ての特質が明らかにされてきた。また、ア
メリカやブラジルをはじめとする幾つかの
国では、この開発権取引を実際の都市に適
用した事例も存在する。しかし、これらの
事例は制度導入の目的や背景となる土地制
度がそれぞれ異なるため、単純にこれらを
参考にして日本の都市への導入可能性を検
討することにも限界があると言わざるを得
ない。ましてや、今後、日本が経験する人
口減少時代においては一度開発した宅地を
元に戻す必要があり、こうした状況におい
てどのような開発権取引を導入することが
望ましいのか、また、開発権取引の導入が
都市活動に如何なる影響を与えるのかにつ
いて、十分な分析を行うことが必要である
と考えられる。 
 
 
 

 
２．研究の目的 
 
本研究では、人口減少時代における環境

管理手法の一つとして開発権取引を取り上
げ、開発権取引による土地利用の見直しが、
環境負荷の少ない都市空間の実現や、都市
活動に与える影響を事前評価することを目
的とする。具体的には、 
（１）諸外国における開発権取引の経験も
踏まえながら、人口減少が予想される日本
の都市において、環境管理を実現する一つ
の手法として開発権取引を提案する。 
（２）この開発権取引を導入した場合、都
市活動に如何なる影響が発生するのかを事
前に評価する土地利用モデルを開発する。 
（３）名古屋都市圏等で土地利用モデルの
パラメータを推定し、開発権取引の導入が
都市圏に与える影響を定量的に評価する。 
 
３．研究の方法 
 
（１）環境管理手法としての開発権取引 
まず、開発権取引に関する既存研究を整

理した。このとき、日本では開発権取引が
高密度な開発を行うための手法として定着
しているが、諸外国の中には歴史的建造物
の保存や環境の保全にこの開発権取引を活
用している都市がある。そのため、本研究
では後者に焦点をあてて、諸外国における
開発権取引の適用事例について整理した。
そして、これらの適用事例を参考にしなが
ら、人口減少下における環境管理手法の一
つとして、具体的な開発権取引を提案した。
他方で、地方都市圏のように都心部に十分
な土地需要が見込めない場合には、開発権
取引の導入が居住者の効用を大きく低下さ
せ、これによって人口流出を招く危険性も
持っている。そのため、本研究では都心部
の土地需要を高めるための方策として、都
心部で鉄道投資を行う方策、都心部に都市
間鉄道の駅を設置する方策についても整理
した。 
 
（２）分析手法の開発 
本研究では、開発権取引の影響を評価す

る土地利用モデルを開発するために、３つ
の土地利用モデルを開発した。まず、これ
まで土地利用モデルの開発にはロジットモ
デルが用いられてきたが、本研究では応用
一般均衡モデルで利用される CES 型関数
を用いた土地利用モデルを開発した。次に、
この CES 型土地利用モデルをベースにし
て、開発権取引の影響を評価する土地利用
モデルの開発を行った。さらに、CES 型土
地利用モデルを改良し、鉄道投資の影響を
評価する土地利用モデルの開発を行った。
これらの土地利用モデルは何れも、現実の
都市圏を対象にした分析ができるように、
基準データセットを用いたキャリブレーシ



ョン方法、数値計算による均衡解の求め方
をそれぞれ提案した。 
 
（３）開発権取引の影響分析 
本研究では、大都市圏の一つの例として

名古屋都市圏を取り上げ、名古屋都市圏で
基準データセットを作成し、（２）で開発し
た土地利用モデルのキャリブレーションを
行った。また、こうして開発した名古屋都
市圏モデルを用いて、開発権取引が名古屋
都市圏に与える影響についてモデル分析を
行った。このとき、開発権取引による人口
分布の変化、通勤パターンの変化、宅地価
格の変化、開発権取引による費用負担など
について定量的な評価を行った。また、地
方都市圏の一つの例として豊橋都市圏を取
り上げ、基準データセットを作成し、これ
を用いてキャリブレーションを行った。そ
して、開発した土地利用モデルを用いて、
開発権取引の導入が豊橋都市圏に与える影
響について定量的な評価を行った。さらに、
豊橋都市圏での評価結果を名古屋都市圏の
評価結果と比較しながら、それぞれの都市
圏の特性を明らかにした。 
 
（４）鉄道投資との組合せの評価 
以上の分析結果を踏まえ、環境管理のた

めの開発権取引を導入することのメリット、
デメリットを整理した。こうした評価には、
マクロな視点からの評価だけでなく、通勤
者、土地所有者など、それぞれの主体の厚
生変化を明らかにし、ミクロな視点からの
評価もあわせて実施した。また、（１）の事
例調査の結果と（３）のモデル分析の結果
を踏まえ、開発権取引のデメリットを補う
ための方策についても検討した。さらに、
これらの方策の中から、1)都心部に都市鉄
道投資を行うこと、2)都心部に都市間鉄道
の駅を設置することの２つを取り上げ、本
研究で開発した土地利用モデルを用いて開
発権取引の導入と鉄道投資の組合せがどの
ような効果を発揮するのかについてモデル
分析を行った。 
 
４．研究成果 
 
（１）環境管理手法としての開発権取引 
開発権取引に関する既存研究とその適用

事例について整理した。特に、クリチバ（ブ
ラジル）、シアトル（アメリカ）における適
用事例について情報収集を行った。これら
の事例を参考にしながら、今後、人口減少
が予想される日本では都市圏内の土地利用
マネージメントの強化が必要であり、適切
な土地利用規制を実施しないと経済効率性
が大きく損なわれること、こうした問題を
克服するためには開発権取引をはじめとす
る経済的手法の導入についても検討してい
く必要があることなどを指摘した。このと
き、それぞれの都市圏毎に政策目標として

将来の開発面積を定め、これを実現するた
めの手法として、図-1 に示すような開発権
取引を導入することを提案した。つまり、
大都市圏ではキャップ＆トレード方式によ
る開発権取引を導入すると同時に、あわせ
て大都市圏と地方都市圏の間では、ベース
ライン＆クレジット方式による開発権取引
を実施することを提案した。 
また、開発権取引と同時に実施すべき方

策についても整理した。中でも、ヨーロッ
パでは、近年、持続可能な経済発展の観点
から、鉄道投資を積極的に進めている。こ
うした中で、アムステルダム等の都市では
都市間高速鉄道を中央駅へと導入し、あわ
せて都心部への地下鉄の導入を積極的に進
めている。こうした鉄道投資によって都心
部の開発ポテンシャルを高めながら、都市
のコンパクト化に取組んでいることを明ら
かにした（図-2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1 開発権取引 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) 現在 

 
 
 
 
 
 

b) 将来 
 

図-2 南駅周辺の現在と将来 



（２）分析手法の開発 
開発権取引の影響評価を行う、新しい土

地利用モデルの開発を行った。本研究では
応用一般均衡モデルで用いられる CES 型
関数を用いた土地利用モデルの開発を行っ
た。この CES 型土地利用モデルは CES 型
効用関数を仮定した消費行動と効用の確率
変動を仮定した居住地選択行動から導出さ
れる。また、2 階層の層化 CES 型効用関数
を仮定したマクロな効用最大化問題からも
導出できる。次に、この CES 型土地利用
モデルに開発権取引を組み込んだ新しい土
地利用モデルを開発した。この土地利用モ
デルを用いると、開発権取引の導入に伴う
影響の大きさを等価変分や補償変分を用い
て比較的に容易に評価することもできる。
さらに、この CES 型土地利用モデルをベ
ースにして、鉄道投資の影響を評価する土
地利用モデルの開発を行った。これによっ
て、開発権取引の導入とあわせて実施する
都市鉄道投資の便益計測を行うことが可能
になった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 宅地の減少率 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-4 居住者数の変化 

（３）開発権取引の影響分析 
本研究で開発した土地利用モデルを用い

て、大都市圏と地方都市圏において開発権
取引を導入した場合、都市活動にどのよう
な影響が発生するのかを分析した。分析の
結果、大都市圏で開発権取引を導入した場
合、都心部では開発面積の削減が進まず、
郊外部で開発面積の削減が進むこと（図-3）、
都心部の居住者が増加し、大都市圏全体が
コンパクトな形状に向かうこと(図-4)、都
心部の土地所有者は開発権の購入によって
郊外部の開発面積を削減するための費用を
負担する必要があることなどを明らかにし
た。また、地方都市圏で開発権取引を導入
した場合、地方都市圏の居住者の効用が相
対的に大きく低下することも明らかになっ
た。さらに、大都市圏で開発権取引が導入
され、あわせて地方都市圏でも開発面積の
削減分に相当するクレジットの売却を認め
た場合、大都市圏では開発面積の削減が抑
制され、地方都市圏で開発面積の削減が進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-5 開発権取引による効用の変化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-6 鉄道投資による効用の変化 



むこと、また、これによって大都市圏の都
心部では費用負担が軽減され、大都市圏の
負担によって地方都市圏で開発面積の削減
が進むことなどが明らかになった。 
 
（４）鉄道投資との組合せの評価 
開発権取引の課題を克服するために、開

発権取引の導入にあわせて都心部に鉄道投
資を行うことを提案した。また、本研究で
開発した土地利用モデルを用いて、その効
果についてモデル分析を行った。分析の結
果、開発面積の制約が厳しくなると都心
部に人口を集約していく必要があること、
また、これに伴って都心部の地価は上昇
し、居住者の効用が低下すること（図-5）、
しかし、これにあわせて都心部で鉄道投
資を行えば、沿線の地価は上昇するもの
の、その他の地域については地価の上昇
を抑制させることができること、その結
果、沿線で働く居住者を中心にして効用
の低下を緩和できること（図-6）、開発面
積の制約が厳しくなるに従って、都心部に
おける鉄道投資には高い便益が発生するこ
とを明らかにした。 
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